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平成２６年（ワ）第１８３０１号　損害賠償請求事件

　原　告　　日向　千絵　外３名

　被　告　　一般財団法人全国緊急災害時動物救援本部　外１名

文書送付嘱託申立書

平成２７年２月３日

東京地方裁判所　民事第４１部合議１Ｅ係　御中

　　　　　　　　　　　　　　原告ら訴訟代理人弁護士　　黒 嵜 　 隆

　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　　　　棚 橋 桂 介

　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　　　　重　田　和　寿

　　　　　　

上記当事者間の頭書事件につき、原告らは次のとおり文書送付嘱託を申立て

る。

１　文書の表示

　(1)　平成２４年１１月１日から平成２６年５月末日までの間に、訴外緊急災

害時動物救援本部において開催された本部会議の議事録すべて

　(2)　上記期間内に、訴外緊急災害時動物救援本部の救援推進部内で開催され

た会議の議事録すべて
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　(3)　①平成２５年６月７日②平成２５年９月３０日③平成２６年２月２日に

行われた訴外緊急災害時動物救援本部と各動物救援本部等との連絡会議の

議事録及び④平成２６年２月２２日に訴外動物救援本部と被災地の各動物

救援本部等との間で行われた意見交換会の議事録すべて

２　文書の所持者

　　〒160-0016　東京都新宿区信濃町８番地１

　　被告一般財団法人全国緊急災害時動物救援本部

３　証明すべき事実

　　訴外救援本部が、平成２４年１１月の第３期活動支援金交付の後、東日本

大震災の被災地における被災動物救援のために義援金活用が必要な活動の調

査を怠ったことあるいは同調査の結果、被災動物救援のために必要であるこ

とが判明した活動への義援金の支出を怠ったこと

以　上


